
　　　　　

 　　～「地産地消応援の店」に登録しませんか～ 

～ご登録いただいた店舗には、以下の特典があります～

「登録証」
　※１申請につき１枚になり、原則として再発行はいたしません。

※イメージ

魚梁瀬杉を薄く加工した、木目の美しい

賞状用の用紙に印刷した特別な１枚です。

お店のレジ等に掲示していただけます。

登録要件

　県産農林水産物等を積極的に販売・利用している事業者・団体等で以下の要件を満たすこと

　 ・県産農林水産物等の販売・利用等をＰＲしている

　 ・県産農林水産物等を利用した商品やメニュー開発に努めている

　 ・県や市町村と一緒に地産地消に取り組む　等

　 ※制度の詳細については、下記のホームページをご覧ください。

受　　付 　随時 （登録証等の発送までに２ヵ月ほどお時間をいただくことがあります）

申請方法

　登録申請書に必要事項を記入のうえ、下記あてへ郵送していただきますようお願いします。

　 ※登録申請書は下記ホームページからダウンロードすることができます。

　　　「おいしい風土こうちサポーター」「野菜で元気店ＰＬＵＳ」にご登録をいただいていた店舗も

　　　新たに申請が必要になります。

申請・問合せ先

   高知県 農業振興部 農産物マーケティング戦略課　（担当：紀ノ國、政岡）

　〒780-0850　高知市丸ノ内１丁目７番52号　　ＴＥＬ 088-821-4537　ＦＡＸ 088-873-5162

　高知県産農産物の消費拡大や食文化のＰＲなど、地産地消の取り組みを官民協働で進めるため

の制度を実施しています！

　※「おいしい風土こうちサポーター」「野菜で元気店ＰＬＵＳ」が統合されました。

「のぼり旗・卓上ミニのぼり」などの貸与

その他（セミナー等についての情報提供等）

※ご登録時にメールアドレスをご記入いただいた場合のみ

【　ご　注　意　】

高知県農産物マーケティング戦略 検索 おいしい風土こうち 検索


